
 

令和 3年 4月 26日 

趣旨（※該当する全てにチェック） 

☑各種資料や情報提供 
□イベント・会議等の案内 
□その他（書籍の発刊に係る記者発表） 

発 表 事 項 
桜井市職員における 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

内 容 

【感染者と経緯】 

○感 染 者 桜井市福祉保健部 児童福祉課 職員 

○症状と感染判明経緯 

4 月 21 日（水）～4 月 22 日（木）通常どおり勤務 

4 月 23 日（金）職員の同居家族の陽性が判明 

4 月 24 日（土）当該職員がＰＣＲ検査を受ける 

4 月 25 日（日）当該職員の陽性が判明 

○症状等 軽症 

〇通勤方法 自動車 

【推定感染経路】 

○保健所により調査中 

※濃厚接触者等については、保健所において調査中 

【感染拡大抑制のための市の対応状況】 

○庁舎内については、日常業務でも消毒を実施している。4 月 24 日（土）、

4 月 25 日（日）に職員が所属する執務室について念入りに消毒を実施し

た。 

4 月 26 日（月）以降、児童福祉課の業務は、保健所による感染経路及び

濃厚接触者の調査が終了するまでの間、縮小したうえで継続する。 

4 月 26 日（月）に、児童福祉課職員全員１２名が念のためＰＣＲ検査を

受ける。 

感染防止対策として、換気および執務室の出入り口において、手指消毒の

徹底を図る。 

※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 16条第 2項

による個人情報保護の観点から、感染者等の個人情報については、特定さ

れることの無いよう各段のご配慮をお願いいたします。 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 □なし  ☑あり  □後日掲載（  月 日掲載予定 ） 

問い合わせ先 

担 当 課 危機管理課 

取 材 対 応 者  

問い合わせ窓口 
危機管理課 

（電話番号）0744-42-9111（内線 339） 

 


